
経営事項審査の改正に伴う入札参加資格審査制度の改正について
平成２３年（２０１１年）２月
滋賀県土木交通部監理課審査契約担当

経営事項審査の改正 入札参加資格審査の改正

１ 技術者に必要な雇用期間の明確化
技術者の名義借り等の不正防止のため、評価対 参加希望工事ごとに配置する技術職員の要件について、経営事項審査の改正に準じて下記のとお

象の技術者が「審査基準日以前に６ヶ月を超える り改めます。
恒常的雇用関係のある者」に限定されます。 〔現行〕直前の９月１日以前に採用され、審査基準日（10月１日）現在雇用されていること

〔改正〕直前の３月30日以前に採用され、審査基準日（10月１日）現在雇用されていること

２ 社会性等(Ｗ点)の評価項目の追加
ISO9001および ISO14001の取得状況が評価項目 (1) 経営事項審査の改正により、客観点においても ISO の加点が生じるため、下記のとおり主観点

に追加されます。 数を調整するとともに、主観点の加点要件を経営事項審査に準じて改めます。
・片方の取得で５点、両方で10点 ①主観点数の調整
・建設業の許可がある全支店(本店含む。以下同 〔現行〕 主観点 客観点 合計 〔改正〕 主観点 客観点 合計

じ）で取得していることが要件 ISO9001 +15 0 +15 → ISO9001 +8 ※ +7 +15
ISO14001 +15 0 +15 ISO14001 +8 ※ +7 +15
※客観点＝0.15×経審Ｗ点（経審Ｗ点＝ ISO取得状況の点数(5点)×10×190/200）

＝7.125≒7
②主観点の加点要件
〔現行〕建設業の許可がある全支店で取得していることを要しない

〔改正〕平成24年度に実施する中間年審査から建設業の許可がある全支店で取得していること
を要件とする
※本店と一部の支店のみ取得の場合

現行：+15点→ H23定期年審査：+8点→ H24中間年審査以降：0点

(2) 上記(1)の②の改正にあわせて、ISO14001と同趣旨により主観点項目としている「エコアクシ
ョン21」「ＫＥＳ」および「エコステージ」の加点要件についても改めます。
〔現行〕建設業の許可がある全支店で取得していることを要しない
〔改正〕平成23年度に実施する定期年審査においては本店と一部の支店のみ取得の場合は+5点と

し、平成24年度に実施する中間年審査から建設業の許可がある全支店で取得しているこ
とを要件とする
※本店と一部の支店のみ取得の場合

現行：+10点→ H23定期年審査：+5点→ H24中間年審査以降：0点


